
 

 

                            

 

 

  

  

  

  

  

ⅠⅠ  平平成成２２２２年年度度予予算算案案のの全全体体像像  
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１ 平成２２年度予算案 
 

２７兆５，５６１億円 

うち社会保障関係費 ２７兆７９３億円 

（平成２２年度概算要求額 ２８兆８，８９４億円） 

 

２ 前年度予算額 
 

２５兆１，５６８億円 

うち社会保障関係費 ２４兆６，５２２億円 

 

３ 対前年度増加額(伸率) 
 

２兆３，９９２億円(９．５％) 

うち社会保障関係費 ２兆４，２７０億円(９．８％) 

 

 

 

 

［計数整理の結果、異動を生ずることがある。］ 

 

 

平平成成２２２２年年度度  厚厚生生労労働働省省予予算算案案のの概概要要  
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（単位：億円）  

区  分 

平成 21 年度 

予  算  額 

（Ａ） 

平成 22 年度 

予 算 案 

（Ｂ） 

増 △ 減 額 

 

（Ｂ）－（Ａ） 

一 般 会 計 ２５１，５６８ ２７５，５６１ ２３，９９２ 

 社会保障関係費 ２４６，５２２ ２７０，７９３ ２４，２７０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科学技術振興費 １，１４５ １，１２５ ▲２０ 

その他の経費 ３，９０１ ３，６４３ ▲２５８ 

 

（注１）平成 21 年度予算額は、当初予算額である。 

（注２）計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計と合致しないものがある。 

 

 

 

 

 

 

［計数整理の結果、異動を生ずることがある。］ 

一般会計 

平平成成２２２２年年度度  厚厚生生労労働働省省予予算算案案総総括括表表  
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（単位：億円） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療
94,594億円

34.9%

介護
20,803億円

 7.7%

福祉等
50,780億円

18.8%

雇用
3,262億円

1.2%

年金
101,354億円

37.4%

 
平成２１年度 

予  算  額 

平成２２年度 

予  算  案 
増 △ 減 額 

社会保障関係費 ２４６，５２２ ２７０，７９３ ２４，２７０ 

  年  金 ９８，７０２ １０１，３５４ ２，６５２ 

  医  療 ９０，２５２ ９４，５９４ ４，３４２ 

  介  護 １９，６９９ ２０，８０３ １，１０４ 

  福 祉 等 ３５，９３７ ５０，７８０ １４，８４２ 

  雇  用 １，９３１ ３，２６２ １，３３１ 

平平成成２２２２年年度度  厚厚生生労労働働省省一一般般会会計計予予算算案案  

社社会会保保障障関関係係費費のの内内訳訳  
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(単位：億円) 

  

区  分 

平成 21 年度 

予  算  額 

（Ａ） 

平成 22 年度 

予 算 案 

（Ｂ） 

増 △ 減 額 

 

（Ｂ）－（Ａ） 

特 別 会 計 ８００，０８０ ８４２，６９３ ４２，６１４ 

 

労働保険特別会計 ３４，４３８ ５３，０７８ １８，６４０ 

年 金 特 別 会 計 ７６３，５９１ ７８９，６１５ ２６，０２４ 

国 立 高 度 専 門  

医療ｾﾝﾀｰ特別会計 
１，５４７ ０ ▲１，５４７ 

船員保険特別会計 ５０３ ０ ▲５０３ 

 

（注１）平成２１年度予算額は、当初予算額である。 

（注２）特別会計の金額は、それぞれの勘定の歳出額を合計したものである。ただし、労働保険特別会計において

は、徴収勘定を除いたものである。 

（注３）計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計と合致しないものがある。 

（注４）特別会計に関する法律（平成１９年法律第２３号）附則第６７条の規定に基づき、国立高度専門医療セン

ター特別会計は平成２１年度の末日、 船員保険特別会計は日本年金機構法（平成１９年法律第１０９号）の

施行の日の前日までの期間に限り設置することとされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［計数整理の結果、異動を生ずることがある。］ 

特別会計 
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